
JR 四国グループ経営改善に関する取組み 2020 年度第３四半期報告書の開示について 

 
2 0 2 1 年 2 月 1 9 日 
四国旅客鉄道株式会社 

 
当社は、国土交通大臣から受領した行政指導（「ＪＲ四国の経営改善について」令和２年

３月 31 日国鉄事第 459 号）に基づき、「令和２年度事業計画に記載した取組の実施状況に
ついて、四半期ごとに鉄道局とともに検証を行い、情報を開示すること」が求められていま
す。 

同行政指導の趣旨に鑑み、経営改善に関する取組みの第３四半期報告書をとりまとめま
したので、開示いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














